虐待防止のための指針

1. 基本理念
株式会社Ｍ＆Ｋ（以下「当法人」）は、虐待行為を人権侵害かつ社会倫理に反する行為と捉え、利用者の尊厳を守ることを最優先に取り組みます。利用者の人格を尊重し、その権利や利益を守るために、虐待の防止、早期発見、迅速な対応を実施します。また、職員一人ひとりが虐待防止の意識を持ち、安心・安全な環境づくりを徹底します。

2. 虐待の定義
当法人では、以下の行為を虐待と定義し、厳格に対処します。

· 身体的虐待: 利用者の身体に危害を加える行為や、不必要な身体拘束。

· 支援の放棄、放置: 必要な介護や支援を怠り、利用者の生活環境や健康状態を損なう行為。

· 心理的虐待: 利用者に対する侮辱や威圧的な態度、精神的苦痛を与える言動。

· 性的虐待: 利用者へのわいせつ行為またはわいせつ行為を強要すること。

· 経済的虐待: 利用者の財産を不正に使用する、またはその利用を不当に制限すること。

3. 虐待防止委員会
1. 当法人では「虐待防止委員会」を設置し、虐待防止の取り組みを組織的に推進します。委員会には管理者、職員が参加します。
2. 委員会は年２回以上開催します
4. 職員研修
1. 職員の虐待防止に関する意識と知識を高めるため、以下の内容を含む研修を実施します：

· 虐待の定義とその防止に向けた具体的な行動指針

· 利用者の権利擁護に関する教育

2. 研修は年１回以上開催し、新規採用時にも必ず実施します。

3. 実施した研修内容は記録し、検証と改善に役立てます。

5. 虐待発生時の対応
1. 虐待が発覚した場合、速やかに管理者へ報告し、市町村や関係機関と連携して適切な対応を行います。

2. 緊急性が高い場合は、警察や医療機関とも連携し、利用者の安全と権利を最優先に確保します。

3. 虐待の原因を分析し、再発防止策を講じたうえでその効果を評価します。

6. 相談および報告体制
1. 職員は利用者やその家族からの通報があった場合、本指針に基づき迅速かつ適切に対応します。

2. 施設内で虐待が疑われる場合は、管理者および虐待防止委員会に速やかに報告し、問題解決に向けた具体策を実施します。

7. 利用者の権利擁護支援
成年後見制度を含む利用者の権利擁護に関する情報提供や支援を行い、必要に応じて関係機関への相談窓口を案内します。

8. 苦情対応
1. 苦情受付担当者は内容を管理者に報告し、適切な対応を行います。

2. 苦情内容は相談者のプライバシーを厳守し、不利益を被らないよう留意します。

9. 指針の公開
利用者や職員がいつでも指針を閲覧できるよう、施設内および当法人のウェブサイトにて公開します。

10. 継続的な取り組み
外部・施設内の研修を通し質向上と虐待防止に向けた努力を継続します。

附則
この指針は、令和７年　10月　１日より施行します。

